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(57)【要約】
【課題】基板の上面側からの加熱箇所を適宜変更可能と
することによって、はんだ付け対象となる被めっき対象
物の生産効率及び品質を向上させる。
【解決手段】溶融はんだを用いて電子部品を基板に接合
するはんだ付け装置１００であって、基板の下面側にフ
ラックスを塗布するフラクサ部１０２と、フラックスが
塗布された基板を下面側から予加熱するプリヒート部１
０３と、予加熱された基板の下面側に溶融はんだを供給
してはんだ付け処理を実行するはんだ供給部１０４と、
フラクサ部、プリヒート部、又ははんだ供給部の少なく
とも何れかにおける基板を上面側から部分的に加熱する
部分加熱部１１０と、を備え、部分加熱部には、加熱部
を所定の位置に変位可能な局所熱源が所定の間隔で複数
設けられていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融はんだを用いて電子部品を基板に接合するはんだ付け装置であって、
　前記基板の下面側にフラックスを塗布するフラクサ部と、
　前記フラックスが塗布された前記基板を下面側から予加熱するプリヒート部と、
　予加熱された前記基板の下面側に前記溶融はんだを供給してはんだ付け処理を実行する
はんだ供給部と、
　前記フラクサ部、前記プリヒート部、又は前記はんだ供給部の少なくとも何れかにおけ
る前記基板を上面側から部分的に加熱する部分加熱部と、を備え、
　前記部分加熱部には、加熱部を所定の位置に変位可能な局所熱源が所定の間隔で複数設
けられていることを特徴とするはんだ付け装置。
【請求項２】
　前記部分加熱部には、前記局所熱源の近傍の温度を検知する温度センサが設けられ、前
記温度センサが検知した温度に基づいて前記加熱部の温度が調整されることを特徴とする
請求項１に記載のはんだ付け装置。
【請求項３】
　前記局所熱源が所定の温度の温風を送風するノズルであり、前記加熱部が前記ノズルの
開口部であり、前記温度センサが検知した温度に基づいて前記開口部から送風される前記
温風の温度及び風量が調整されることを特徴とする請求項２に記載のはんだ付け装置。
【請求項４】
　前記ノズルは、前記開口部が鉛直方向に対して斜め下方向に向かう屈曲した構成であり
、前記開口部の位置を該ノズルの回転移動又は鉛直方向への移動の少なくとも何れかによ
って変位可能とすることを特徴とする請求項３に記載のはんだ付け装置。
【請求項５】
　前記ノズルは、可撓性を有する構成であり、該ノズルを屈曲することによって前記開口
部の位置を変位可能とすることを特徴とする請求項３に記載のはんだ付け装置。
【請求項６】
　前記局所熱源が熱伝導による加熱源であり、前記温度センサが検知した温度に基づいて
該加熱源の温度が調整されることを特徴とする請求項２に記載のはんだ付け装置。
【請求項７】
　前記部分加熱部は、複数の前記局所熱源が一体で着脱可能なユニット構造体であること
を特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載のはんだ付け装置。
【請求項８】
　前記ユニット構造体は、前記局所熱源の配置及び個数を調整可能に構成されることを特
徴とする請求項７に記載のはんだ付け装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶融はんだを用いて電子部品を基板に接合するはんだ付け装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路基板等の基板にはんだ付けをする際に、はんだ付け工程前に基板の下面側の全面を
ヒータで加熱して、次工程のはんだ付け装置ではんだ付けを行うか、はんだ付け時に溶融
はんだの輻射熱や対流、温風で基板の下面から加熱していた。このような従来の加熱法で
は、前工程で加熱した場合にはんだ付けをする次工程に移るまでに加熱した箇所の温度が
低下したり、加熱する工程が別々に分かれているため、はんだ付けをする際におけるトー
タル時間が長くなるデメリットがある。また、はんだ付け時における基板の下面側からの
加熱では、基板の下面と上面の温度差があることから、基板の厚さが厚いほど当該温度差
が大きくなるので、スルーホールにはんだが十分に濡れ上がらず、孔の途中ではんだが冷
えて固まってしまう現象が起きて品質上問題となっていた。
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【０００３】
　一方、基板の上面側から全面加熱する場合では、基板に挿入する部品本体を構成する樹
脂等を加熱する温度の制約により十分に熱を与えられないことや、余分な時間を要する問
題があった。また、全面加熱の場合では、プリント基板や搭載部品による熱容量の差異が
あり、加熱後に温度ムラや温度分布が大きい問題があった。かかる問題を解決する従来技
術として、特許文献１には、フローはんだ付け装置にプリント基板の搬送方向と直交する
位置にプリント配線基板の上面側から複数の開閉制御式の加熱ノズルを当接させるものが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１５６７６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、プリント基板や回路基板等の基板にはんだ付けをする際に、はんだ付け
する基板に搭載される電子部品の配置や構成によって、当該基板の上面側から加熱すべき
箇所が異なるので、はんだ付け対象となる基板に搭載される電子部品の配置や構成に応じ
て加熱箇所を変更できることが好ましい。また、はんだ付けでポイント加熱をする場合に
は、温度の低い周辺に放熱されて余分に加熱時間を要して生産効率が下がることも問題と
なっていた。すなわち、基板に搭載される電子部品の配置や構成に基づいて当該基板の上
面側からの加熱箇所を適宜変更可能とすることによって、はんだ付け対象となる被めっき
対象物の生産効率及び品質を向上させることが望まれる。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、基板の上面側からの加熱箇所を適宜
変更可能とすることによって、はんだ付け対象となる被めっき対象物の生産効率及び品質
を向上させることの可能な、新規かつ改良されたはんだ付け装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、溶融はんだを用いて電子部品を基板に接合するはんだ付け装置であ
って、前記基板の下面側にフラックスを塗布するフラクサ部と、前記フラックスが塗布さ
れた前記基板を下面側から予加熱するプリヒート部と、予加熱された前記基板の下面側に
前記溶融はんだを供給してはんだ付け処理を実行するはんだ供給部と、前記フラクサ部、
前記プリヒート部、又は前記はんだ供給部の少なくとも何れかにおける前記基板を上面側
から部分的に加熱する部分加熱部と、を備え、前記部分加熱部には、加熱部を所定の位置
に変位可能な局所熱源が所定の間隔で複数設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、部分加熱部に設けられる局所熱源の加熱部を基板の上面側の
所望の位置を効率的に部分加熱できるように変位可能に構成されるので、はんだ付け対象
となる被めっき対象物の生産効率及び品質が向上する。
【０００９】
　このとき、本発明の一態様では、前記部分加熱部には、前記局所熱源の近傍の温度を検
知する温度センサが設けられ、前記温度センサが検知した温度に基づいて前記加熱部の温
度が調整されることとしてもよい。
【００１０】
　このようにすれば、基板の上面側を部分的に加熱する際に、所望の温度に確実に加熱で
きるようになる。
【００１１】
　また、本発明の一態様では、前記局所熱源が所定の温度の温風を送風するノズルであり
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、前記加熱部が前記ノズルの開口部であり、前記温度センサが検知した温度に基づいて前
記開口部から送風される前記温風の温度及び風量が調整されることとしてもよい。
【００１２】
　このようにすれば、ノズルから送風される温風の温度と風量を所望の大きさにすること
によって、効率的に基板の上面側を部分的に加熱できるので、はんだ付け対象となる被め
っき対象物の生産効率及び品質が向上する。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記ノズルは、前記開口部が鉛直方向に対して斜め下方向
に向かう屈曲した構成であり、前記開口部の位置を該ノズルの回転移動又は鉛直方向への
移動の少なくとも何れかによって変位可能とすることとしてもよい。
【００１４】
　このようにすれば、より簡素な構成で基板の上面側の所望の位置を温風によって部分的
に加熱できるようになる。
【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記ノズルは、可撓性を有する構成であり、該ノズルを屈
曲することによって前記開口部の位置を変位可能とすることとしてもよい。
【００１６】
　このようにすれば、より簡素な構成で基板の上面側の所望の位置を温風によって部分的
に加熱できるようになる。
【００１７】
　また、本発明の一態様では、前記局所熱源が熱伝導による加熱源であり、前記センサが
検知した温度に基づいて該加熱源の温度が調整されることとしてもよい。
【００１８】
　このようにすれば、より簡素な構成で基板の上面側の所望の位置を熱伝導によって部分
的に加熱できるようになる。
【００１９】
　また、本発明の一態様では、前記部分加熱部は、複数の前記局所熱源が一体で着脱可能
なユニット構造体であることとしてもよい。
【００２０】
　このようにすれば、フラクサ部、プリヒート部、及びはんだ供給部の何れにもユニット
構造体からなる部分加熱部を取り付けることによって、確実に基板の上面側の所望の位置
を部分的に加熱できるようになる。
【００２１】
　また、本発明の一態様では、前記ユニット構造体は、前記局所熱源の配置及び個数を調
整可能に構成されることとしてもよい。
【００２２】
　このようにすれば、より簡素な構成で基板の上面側の所望の位置を所望の温度に部分的
に加熱できるようになる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように本発明によれば、基板の上面側を部分的に加熱する部分加熱部が加
熱対象の領域範囲と温度を適宜変更可能に構成されるので、はんだ付け対象となる被めっ
き対象物の生産効率及び品質が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置に備わる部分加熱部の概略構成の一例
を示す正面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置に備わる部分加熱部の一変形例の概略
構成を示す正面図である。
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【図４】本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置に備わる部分加熱部の他の変形例の概
略構成を示す正面図である。
【図５】（Ａ）は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置のフラクサ部における動作
説明図であり、（Ｂ）は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置のプリヒート部にお
ける動作説明図であり、（Ｃ）は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置のはんだ供
給部における動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する本実
施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本
実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２６】
　まず、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置の概略構成について、図面を使用しな
がら説明する。図１は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置の概略構成を示すブロ
ック図である。
【００２７】
　本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置１００は、溶融はんだを用いて電子部品を基
板に接合する際に使用され、プリント基板や回路基板等のはんだ付け対象となる基板に対
するはんだ付け処理を１つのはんだ槽において一括して行う。本発明の一実施形態に係る
はんだ付け装置１００は、図１に示すように、基板搬入部１０１、フラクサ部１０２、プ
リヒート部１０３、はんだ供給部１０４、基板搬出部１０５、部分加熱部１１０、及び制
御部１５０を備える。
【００２８】
　基板搬入部１０１は、搬入したはんだ付け対象となる基板をフラクサ部１０２に送り出
す機能を有し、例えば、無端状の基板搬入ベルト（図示せず）と、この搬入ベルトを駆動
する搬入ベルト駆動モータ（図示せず）からなる搬入コンベア（図示せず）を備える。基
板搬入部１０１は、例えば、搬入ベルト駆動モータにより基板搬入ベルトを右方向に走行
させて、搬入した基板をフラクサ部１０２に送り出す。
【００２９】
　フラクサ部１０２は、はんだ付け対象となる基板の下面側にフラックスを塗布する機能
を有し、基板搬入部１０１から搬入された基板に対して下面側からフラックスを塗布する
ためのノズル（図示せず）を備える。フラクサ部１０２は、基板にフラックスを塗布する
ことではんだの表面張力を小さくし、基板に対するはんだの濡れ性を向上させる。
【００３０】
　プリヒート部１０３は、フラックスが塗布された基板を下面側から所定の温度に予加熱
する機能を有し、例えば、ヒータ及びファン（図示せず）を備えており、ヒータに対して
ファンから空気を供給して熱風を循環させる。プリヒート部１０３は、フラクサ部１０２
でフラックスが塗布された基板を所定温度に熱することで、プリント基板に塗布されたフ
ラックスの乾燥及び反応性を高める活性化を促進してフラックスの効果を高める。
【００３１】
　はんだ供給部１０４は、プリヒート部１０３で予加熱された基板の下面側の所定の部位
に溶融はんだを供給してはんだ付け処理を実行する機能を有する。はんだ供給部１０４は
、溶融はんだを貯留するはんだ槽（図示せず）と、溶融はんだを噴流する単数又は複数の
噴流ノズル１０４ａ（図５（Ｃ）参照）と、当該噴流ノズル１０４ａが取り付けられる噴
流ノズル取付け部材（図示せず）とを備える。なお、噴流ノズル１０４ａが単数の場合は
、噴流ノズル１０４ａ又ははんだ付け対象の基板の何れかが可動式とすることによって、
噴流ノズル１０４ａが順次はんだ付け部位に対して移動可能な構成としている。
【００３２】
　基板搬出部１０５は、例えば、基板排出ベルト（図示せず）と、基板排出ベルトを駆動
する排出ベルト駆動モータ（図示せず）とを備えている。基板搬出部１０５では、所定の
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はんだ付け処理が行われたプリント基板が搬出される。
【００３３】
　部分加熱部１１０は、フラクサ部１０２、プリヒート部１０３、又ははんだ供給部１０
４の少なくとも何れかにおける基板を上面側から部分的に所望の温度（８０～３００℃程
度）となるように加熱する機能を有する。本実施形態では、部分加熱部１１０には、加熱
部１１２ａ（図２参照）を所定の位置に変位可能な局所熱源１１２（図２参照）が所定の
間隔で複数設けられていることを特徴とする。
【００３４】
　また、本実施形態では、部分加熱部１１０は、図１に示すように、フラクサ部１０２、
プリヒート部１０３、及びはんだ供給部１０４のそれぞれに設けられる。すなわち、部分
加熱部１１０は、フラクサ部１０２、プリヒート部１０３、及びはんだ供給部１０４の何
れにも設置可能となっており、フラクサ部１０２、プリヒート部１０３、及びはんだ供給
部１０４に搬送された基板を上面側から部分的に加熱できるようになっている。部分加熱
部１１０は、基板を上面側から部分的に加熱しない搬送時に当該基板から離れるように逃
避可能な構成としてもよい。
【００３５】
　なお、部分加熱部１１０に関しては、１つの部分加熱部１１０に対してフラクサ部１０
２、プリヒート部１０３、及びはんだ供給部１０４がそれぞれモータ等の駆動手段を介し
て近接・逃避の移動が可能な可動式の態様としてもよい。部分加熱部１１０の構成及び動
作の詳細については、後述する。
【００３６】
　制御部１５０は、はんだ付け装置１００に備わる各構成要素の動作等を制御する機能を
有する。具体的には、制御部１５０は、操作部（図示せず）から供給された操作信号に基
づいて、基板搬入部１０１、フラクサ部１０２、プリヒート部１０３、はんだ供給部１０
４、基板搬出部１０５、及び部分加熱部１１０の各構成要素に対して制御信号を出力して
各構成要素を駆動させる。これにより、はんだ付け装置１００は、プリント基板の所定は
んだ付け部位に対するはんだ付け処理を実行する。
【００３７】
　本実施形態では、制御部１５０は、部分加熱部１１０に備わる温度センサ１１６（図２
参照）が検知した温度に基づいて、加熱部１１２ａ（図２参照）の温度を好適な値に調整
する機能を有する。具体的には、制御部１５０には、部分加熱部１１０の温度センサ１１
６で検知された温度に基づいて部分的に加熱する部位の温度を判定する判定部１５２と、
当該判定部１５２で判定した温度に基づいて、加熱部１１２ａの温度を好適値に調整する
調整部１５４が設けられている。
【００３８】
　また、本実施形態では、制御部１５０は、フラクサ部１０２、プリヒート部１０３、及
びはんだ供給部１０４のそれぞれに設けられている部分加熱部１１０の温度センサ１１６
の検知結果に基づいて、フラクサ部１０２、プリヒート部１０３、及びはんだ供給部１０
４に搬送された基板の上面側の温度を所望の値に調整している。すなわち、制御部１５０
は、プリヒート部１０３、及びはんだ供給部１０４のそれぞれに設けられている部分加熱
部１１０の温度センサ１１６の検知結果に基づいて、プリント基板や搭載部品の温度上昇
状況により、部分加熱が必要と判定された部位のみを任意に選択してから、部分加熱部１
１０を作動させて所望の温度に調整する。
【００３９】
　次に、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置に備わる部分加熱部の概略構成につい
て、図面を使用しながら説明する。図２は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置に
備わる部分加熱部の概略構成の一例を示す正面図である。
【００４０】
　部分加熱部１１０には、図２に示すように、先端側に設けられる加熱部を所定の位置に
変位可能な局所熱源として、所定の温度の温風を先端側の開口部１１２ａから送風するノ
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ズル１１２が所定の間隔で筐体状の本体部１１４に立設するように複数（例えば５本）設
けられている。本実施形態では、ノズル１１２は、開口部１１２ａが鉛直方向に対して斜
め下方向に向かう屈曲した構成であり、加熱部となる開口部１１２ａを本体部１１４に枢
支されたノズル１１２が回転移動又は鉛直方向への移動の少なくとも何れかによって所望
の位置に変位可能としている。
【００４１】
　すなわち、ノズル１１２は、本体部１１４に枢支されたノズル１１２を回転移動によっ
て開口部１１２ａを所望の位置に変位可能としてもよく、本体部１１４に枢支されたノズ
ル１１２が鉛直方向に摺動等の移動によって開口部１１２ａを所望の位置に変位可能とし
てもよい。また、ノズル１１２は、回転移動及び鉛直方向の移動の双方の移動により開口
部１１２ａを所望の位置に変位可能としてもよい。さらに、ノズル１１２は、本体部１１
４を鉛直方向に移動させることによって開口部１１２ａを所望の位置に変位可能としても
よい。なお、本実施形態では、ノズル１１２が回転移動や鉛直方向の移動により開口部１
１２ａの位置を変位可能としているが、基板を鉛直方向に移動させる不図示の昇降機構に
よって当該基板に対する加熱部となる開口部１１２ａの位置を変位可能としてもよい。
【００４２】
　ノズル１１２の先端側に有する開口部１１２ａの近傍には、図２に示すように、熱電対
等からなる温度センサ１１６が設けられており、当該温度センサ１１６が検知した温度に
基づいて、ノズル１１２の開口部１１２ａから送風される温風の温度及び風量が調整され
る。このように、本実施形態では、部分加熱部１１０をより簡素な構成にして、基板の上
面側の所望の位置を温風によって所望の温度に部分的に加熱できるようになっている。な
お、温度センサ１１６の設置箇所は、ノズル１１２の先端側の開口部１１２ａの近傍に限
定されず、ノズル１１２の基端側等の他の部位に設置してもよい。
【００４３】
　また、本実施形態では、部分加熱部１１０は、複数の局所熱源となるノズル１１２が筐
体状の本体部１１４に取り付けられ、ファンやヒータ等から構成される温風の熱源等に一
体で着脱可能なユニット構造体となっている。さらに、本実施形態では、ユニット構造体
となっている部分加熱部１１０は、本体部１１４同士が不図示の篏合部材等により連結可
能になっているので、部分加熱対象となる部位の大きさや必要温度等に応じてノズル１１
２の配置と個数を所望の配置と個数となるように調整可能となっている。
【００４４】
　このように、本実施形態では、部分加熱部１１０が局所熱源となるノズル１１２の加熱
部となる開口部１１２ａを基板の上面側の所望の位置を効率的に部分加熱できるように変
位可能に構成されるので、効率的に基板の上面側の加熱必要部位をポイント加熱できるよ
うになる。このため、加熱源の固定位置を任意に可変できるノズル１１２にすることで、
はんだ付けするプリント基板の種類に対して、上面加熱を必要とするポイントに対応する
ことができるので、部品本体に熱ストレスを避けることができる。すなわち、はんだ付け
する際に、加熱不足や過剰な加熱を抑制するので、はんだ付け品質のバラツキを抑えられ
、はんだ付け対象となる被めっき対象物の生産効率及び品質が向上する。
【００４５】
　また、本実施形態では、局所熱源となるノズル１１２の開口部１１２ａの近傍に温度セ
ンサ１１６を設けて、当該温度センサ１１６の検知結果をフィードバックして、当該検知
結果に基づいて開口部１１２ａから送風される温風の温度及び風量を好適な値になるよう
に調整できる。このため、ノズル１１２から送風される温風の温度と風量を所望の大きさ
にすることによって、効率的に基板の上面側をポイント加熱できるので、はんだ付け対象
となる被めっき対象物の生産効率及び品質が向上する。
【００４６】
　さらに、本実施形態では、部分加熱部１１０がフラクサ部１０２、プリヒート部１０３
、及びはんだ供給部１０４の何れにも着脱可能に構成されるユニット構造体からなるので
、部分加熱部１１０を必要なプロセス部位に取り付けることによって、簡素な手法で当該
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プロセス部位における基板の上面側の所望の位置を確実に部分加熱できるようになる。
【００４７】
　なお、本実施形態における部分加熱部１１０は、図２に示す構成に限定されない。例え
ば、図３に示すように、部分加熱部１２０は、本体部１２４に取り付ける複数のノズル１
２２が可撓性を有する構成として、当該ノズル１２２を屈曲することによって先端側の開
口部１２２ａの位置を変位可能としてもよい。このとき、開口部１２２ａの近傍に熱電対
等からなる温度センサ１２６を取り付けて、当該温度センサ１２６が検知した温度をフィ
ードバックして、ノズル１２２の開口部１２２ａから送風される温風の温度及び風量が調
整されるようにすることが好ましい。
【００４８】
　また、部分加熱部１１０の局所熱源は、開口部１１２ａから温風を送風するノズル１１
２に限定されない。例えば、図４に示すように、部分加熱部１３０は、本体部１３４に取
り付けられる複数の局所熱源が接続線１３２の先端側に取り付けたハロゲンランプ、レー
ザ、部分接触ピン等の熱伝導による加熱源１３２ａであり、センサ１３６が検知した温度
に基づいて該加熱源１３２ａの温度を所望の温度に調整するようにしてもよい。
【００４９】
　次に、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置の動作について、図面を使用しながら
説明する。図５（Ａ）は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置のフラクサ部におけ
る動作説明図であり、図５（Ｂ）は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置のプリヒ
ート部における動作説明図であり、図５（Ｃ）は、本発明の一実施形態に係るはんだ付け
装置のはんだ供給部における動作説明図である。
【００５０】
　本発明者らは、前述した本発明の目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、溶融は
んだを用いて電子部品を基板に接合するはんだ付けをする際に、基板の厚さ等に起因して
、基板の下面加熱してもスルーホール上部まで充分に熱が伝わらない場合があるので、基
板の上面側から必要部位に局所加熱で熱を補うことによって、熱やフラックス不足による
はんだ濡れ拡がりやスルーホールアップが不充分といった問題を解消できることを見出し
た。また、本発明者らは、はんだ付けをする際における各プロセス間の温度低下の要因を
注視し、各プロセスにおいて、基板の上面側から必要部位を局所加熱することを共通の部
分加熱部を使用してオールインワンで実行可能にすることを見出した。そして、これらの
知見に基づいて、更に研究を行った結果、本発明を完成するに至った。
【００５１】
　本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置１００の部分加熱部１１０をフラクサ部１０
２に適用すると、図５（Ａ）に示すように、基板１０の下面側からのフラックス塗布と、
基板１０の電子部品１２が搭載される上面側からのノズル１１２の開口部１１２ａから送
風される温風による電子部品１２への直接の加熱を回避したポイント加熱を同時に行える
。このように、基板１０の下面側からフラックス塗布中に、基板１０の上面側からノズル
１１２の開口部１１２ａからの温風によるポイント加熱を行うことによって、電子部品１
２の熱ストレスを抑制した上で、基板１０の温度低下が抑制されるので、フラックスがス
ルーホール上部まで充分に浸透しない不具合を解消して、タクトロスを吸収できる。
【００５２】
　なお、ノズル１１２の開口部１１２ａからの温風でポイント加熱をする場合には、フラ
ックス塗布の阻害とならないような風量で温風を噴出することと、フラックスの可燃性に
注意した温度の温風を噴出することに留意する必要がある。具体的には、フラクサ部１０
２で部分加熱部１１０による上面ポイント加熱をする場合には、８０～１３０℃程度の温
度に加熱する。
【００５３】
　また、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置１００の部分加熱部１１０をプリヒー
ト部１０３に適用すると、図５（Ｂ）に示すように、基板１０の下面側からの下面加熱と
、基板１０の電子部品１２が搭載される上面側からのノズル１１２の開口部１１２ａから
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送風される温風による電子部品１２への直接の加熱を回避するポイント加熱を同時に行え
る。すなわち、基板１０の下面側から予備加熱中に、基板１０の上面側からノズル１１２
の開口部１１２ａから噴き出す温風で例えば１００℃程度にポイント加熱を行うことによ
って、電子部品１２の熱ストレスを抑制した上で、フラクサ部１０２で塗布したフラック
スを活性化させながら、基板１０の上面側を部分的に加熱できる。このため、フラックス
の分子運動の温度依存性を利用し表面張力を下げながら、事前に全体均一加熱で気化熱に
よる温度低下を補って、温度バランスを改善できるようになる。なお、プリヒート部１０
３では、被加熱部となる基板１０の上面温度を測定しながら設定温度を調整して、１００
～２００℃程度の温度範囲で上面加熱が行われる。
【００５４】
　さらに、本発明の一実施形態に係るはんだ付け装置１００の部分加熱部１１０をはんだ
供給部１０４に適用すると、図５（Ｃ）に示すように、基板１０の下面側からの下面加熱
及びはんだ付けと、基板１０の電子部品１２が搭載される上面側からのノズル１１２の開
口部１１２ａから送風される温風による電子部品１２への直接の加熱を回避するポイント
加熱を同時に行える。すなわち、基板１０の下面側から下面加熱と噴流ノズル１０４ａに
よるはんだ付けを実行しながら、基板１０の上面側からノズル１１２の開口部１１２ａか
ら噴き出す温風で所望の温度にポイント加熱を継続的に行える。
【００５５】
　具体的には、はんだの凝固を避ける温度として、例えば、鉛（Ｐｂ）入りはんだでは、
１８３℃以上にポイント加熱をして、Ｓｎ－３％Ａｇ－０．５％Ｃｕ等の鉛フリーはんだ
では、２２１℃以上にポイント加熱を行う。また、溶融はんだ（例：２６０℃）の接触に
よる熱伝導があるため、必ずしもポイント加熱の温度として融点以上が必要とならないの
で、基板の下面と上面の温度差を少なくする温度として、１５０～２６０℃程度の温度で
基板上面をポイント加熱してもよい。
【００５６】
　このように、部分加熱部１１０をはんだ供給部１０４に適用することによって、所望の
温度でポイント加熱を継続的に行えるので、電子部品１２の熱ストレスを抑制した上で、
はんだ付け面の加熱に加えてスルーホールの上部のはんだ凝固を防げる。すなわち、部分
加熱部１１０をはんだ供給部１０４に適用することによって、溶融はんだの流動性低下を
抑制して、スルーホールアップを改善できるので、はんだ付け対象となる被めっき対象物
の品質の向上が図れる。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態では、はんだ付け装置１００の部分加熱部１１０を各
プロセスに適用することによって、はんだ付け対象となる基板１０に搭載される電子部品
１２の熱ストレスを抑制した上で各プロセスにおける特有の問題をそれぞれ解決できる。
また、各プロセスで基板１０の上面側から部分加熱部１１０によるポイント加熱を行うこ
とによって、基板１０の下面側のはんだ付け作業や、下面側の予備加熱併用を同時に行い
ながら、温度低下を抑えることができるので、はんだ付け作業のトータル時間を短縮して
生産効率を高めることができる。
【００５８】
　さらに、加熱部の固定位置を任意に可変できるノズル１１２にすることで、はんだ付け
するプリント基板の種類に対して上面加熱を必要とするポイントに対応することができる
ので、加熱不足や過剰な加熱を抑えて、はんだ付け品質のバラツキを抑えられる。また、
全体加熱と比べて熱源の温度を高めに設定できることから、溶融はんだの流動性低下を抑
制して、スルーホールアップを改善することによって、はんだ付け対象となる被めっき対
象物の生産効率及び品質が向上するので、極めて大きな工業的価値を有する。
【００５９】
　なお、上記のように本発明の各実施形態及び各実施例について詳細に説明したが、本発
明の新規事項及び効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは、当業者に
は、容易に理解できるであろう。従って、このような変形例は、全て本発明の範囲に含ま
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【００６０】
　例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義又は同義な異なる用語と
共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置
き換えることができる。また、はんだ付け装置の構成、動作も本発明の各実施形態及び各
実施例で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【００６１】
１０　基板、１２　電子部品、１００　はんだ付け装置、１０１　基板搬入部、１０２　
フラクサ部、１０３　プリヒート部、１０４　はんだ供給部、１０４ａ　噴流ノズル、１
０５　基板搬出部、１１０、１２０、１３０　部分加熱部、１１２、１２２　ノズル（局
所熱源）、１１２ａ、１２２ａ　開口部（加熱部）、１１４、１２４、１３４　本体部、
１１６、１２６、１３６　温度センサ、１３２　接続線、１３２ａ　加熱源（局所熱源）
、１５０　制御部、１５２　判定部、１５４　調整部
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